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令和８年３月５日

和歌山東警察署

積載物大きさ制限超過違反車両による交通事故防止啓発の実施について

１ 実施日時

令和８年３月10日(火)午前10時から

２ 実施場所

和歌山市鳴神767番地

株式会社産九 東営業所（建設機械器具レンタル業等）

３ 従事者

(1) 当署交通課長以下 約３名

(2) NEXCO西日本和歌山高速道路事務所職員 約３名

４ 内容

積載物大きさ制限超過違反車両による、高さ制限ガードへの衝突事故が多発している

ことから、

・ NEXCO設置による和歌山市栗栖地内の高さ制限ガードへの衝突事故防止

・ 高さ制限の遵守

等についてチラシの配布など啓発活動を実施します。

５ その他

(1) 荒天の場合は、中止とします。

(2) 取材される方は、開始５分前までに実施場所へ集合をお願いします。


